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布

細 を

ら

部

か

一

日

の

の

則
日

】

。

る

る

す

す

正

行

改

施

】等築増回１第

２
物

る

よ

の
築

係

に

条
建

第

続

係
態

令

手

関
実

省

る ）

）
調

改

の

に

条

」

書

中

第

条

項

同

１

、

第

め

を
１

４
７

」
第
を

の
の

項
繊

の
第

７
お
強

第
項

第
に
維

４
１

第
て
セ

項
２

条
い
化

１
第

項
れ
ン

３
に

５
こ
メ

第
号

は
の
板

に
げ

又
ら
ト

号
掲

第
定
に

げ
書

法
規
」

掲
る

え加を」）。じ同てい

す
規

定

７
を
改

る
面

。る

め
め

す
に

、
、

る
則

め

規
第
条

る
改
認

模

号
２

定
、

規
規

則
９
の ３

を
条

の
の

）
の

」
同

模
を

一
第

第

」
」

の
項

規
項

削
削

部
１

に
２

を
す
。
、

次
各

定
中

る
り

を の
号
う
に

認
、

条

よ
」

る
は

同

す布公にここを則規

第

知道

。

海

る

北

第

事

】等築増回２第

号 書

ブ

る

シ

げ

キ

掲

レ

に

フ

」
め

書
は

、

ィ

は

デ

面

ル

改
。

又
別

の
に
る

面
、

条 ５
る

前
第

第
め

は
記

２ 項
。

項

許

、

定
式

に

指
様

」

の
号

、

項

改
め

並
可

５

に
改

定
定

す
同

に
認

中

正
、

び
」

第

る
条

第

。
第

の

４

条

中
の

２
に

項

の

条

次

高 橋

号

みるは



平

４

５

６

成

複

半

さ

３
数

を

い

年

あ
１
占
１
。
２

注

１
だく

】

】

】

１
２

３

４

５

申請
１
さ

２ 合適

】

】

不

１

２

のそセ 他

部

不

原
機

カ
キ
ク
ケ
コ
サ
シ
ス

造
数
動
械

建
敷
建
延
構
階

面
面
】
】
機
台

築
地
築
床

物
面

域
途

確

工
地
用

イ

ウ
エ
オ

済

着
地
地

認

事

６

る

め

月

場
建
る
建

不

合
築
用
築

適

日

、
の
地
の

部

は
物
途
物

合

金

そ
概
域
概

分

曜

の
要
を
要

の

日

す
】
記
】

概

）

て

し

】

べ
の
入
の

要

記

く

を
オ
て
セ

の

の】要概の物築建
。

に

い
地
入
用
だ
そ

不

エ

物
概

築
の

建
物

る
築

係
建

あ
第

棟
、

数
は

複
】

が
要

概

該

の

合

分

適

場
回

る
３

】項

】

条

要

当

積
積
積

出
数

部

】

合適不

】

】

数

途
】
】
】

力
】

用

月
】

】

年
等
】

証

手
区
域

日
号
日

月

月

年
第
年】日

て
地
い
他

合

し
途
さ
の

適 条

だ
】

欄

当

く
域
。
】

該

は

、

】

い
に

は

項

さ
欄

に

時

可

は

当

認

に

、

許

欄

。
途

適

、

用

の

法

の

等

、

北

当、はに欄】等区地域

以
合
目

域

地

用

政

地の時

等
ご
築

棟
増

１
の

、
降

は
合

し
場

成
る

作
あ

に
が

と

】分

だ
、

く
は

て

】容内の合適不

第
年

日
号
日

月

月

年
第
年

、

入

し

で

記

若

域

を

令

年

海

令

の

く

省

地

て

は

敷

し

く

過

だ

公道

さ
別

、し入記を等区地

項

番
てし入記

。
に
い
紙

掲
規
に
の

号
１

次

】考備

記別

別

別

別

第

号

記

記

記

者たし了
」

第

第

第

号

に

者
号

記

不
記

に
記

別

法
別

」
別

」
合
９

９

第
号
適
第

、
第

号

て

７

８

日
号
日

月

月

８

の

適

報

は
る

欄

者
よ
る
に

１

げ
定

容

定

土

例
、
指

の

特
建
積
申

２
地 所

基
の
者
消

の

築
率
請
取 に

地

法
定

）

在

準
指
）
し

第
の

関

様

、

号

号

号

式

様

様

様

の

法

式

式

式

３

適

２

不

中

中

の

合

の

第

そ

」

次

４

の

）

を

に

条

そ

地

他

の

域

次

の

の

他

、

不

の

２

地

区

区

の

地

１

関

域

適

域

・

合

様

係

、

地

を」号第
」

式

）

録登

区

建

」

様

不
様

を
号

」
号
第
法
号

様

を
登
式

式

適
式

録
不

合
の

１
」
を

調
第

適
第
号
」
２

査
１

合
資
面

」
面
を

第

格
）

に
）

不
１

録
合
）

者
中

改
及
登
適
面

め
び

特

、

昇
」
及

講

機
改

を
殊

同
第
降
に
び

習
建

様
２

条

合
を

く

修

又

対
け

さ

項
２
の
付
２
だ

て
不
い

だ
合

告
適
と
く
適
。

は
不

い
分

番
部
る
さ
部

示
合
な を

概

を
の
分
。
の

号
分
部

し
】
記

】

入
要
明

要

記
概

て
の
し

の

第

し

同

利

の
消

、

権

条
取

し

別

に

種

第
）

意

３
の

）

権

の
す
申
意

項
関
が
合

る
る

利

定
同
す
す

規
る
請

者

よ

建
。

に
意

を

）
準
意
基

４
住

る
合
築

を

め

え
」

改

加

を

に る

る

４

。

。

）

地

域地

域

区地

地

等

区

に
」

等

講者格資査検備設築

改

検
め
第

し

め

」

了修を習

物

）
査
る
２

了
築

式
面

格

）

た
等

第
中
資
。
面

し
調

３

資

）
降
講

査

面
昇
者

中

者
者

検
を

築

格

中
機
習

建

不
資
了

備

用

に

法
査
修

設

た

査

寸

す

適
格
し

検

紙

関

格

講

」
に
者

資

法

る

合
者

く

、

日

習

を
関

に

】

さ
適
要

考

だ
不
必

備 は

分
じ

に

。
部
応

欄

い
合

図

で

に
別

７

欄
、

、

】
て

名
り

し

室
よ

成

、
に

作

は 、
そ

た

号

氏

第
書
法

所

の条

名

者た

。るめ

。

改

る

に

第

本

会

す

者
第

修

適
講

関

工

を

不
る

に

第
し

」
を

る

規

了

合
習

す

業

た

に
修
第

講

号

格

に
め
し

を

４

者

改
了

習

」

階
の

別

。

第
、
る
た

修

）

号

独
を

符

、
囲

の

数
範

図

、

入

分
し

記

部
定

を

立
特

不
符

し

等



別

作

１
２

かかに定規の

の
の
さ

記

こ
こ
成

附

規
規
れ

第

則
則
て

則

様

は
の
い

号

別

３

記

地

北

第

海

域

申

）

回

注

今

年
知

様

道

号

１
３
特
印

の

取

請

１
２

３

土

成平 年

告

必、間の分当、ずらわ

公
行
用

式

、
施
る

調な要

布
の
紙

中

の
際
が

そ

地

日
現
あ

の

域

か
に
る

他

、

ら
こ
場

の

地

施
の
合

区

区

行
規
に

域

」

。
よ
て

る
に
い

す
則
お

を

る
は

地

そ

事

式

区

日

び

を

及

」

１

月
様

の のそ

３

２

地

中

域

申

地

請

区

に

に
に
、
登

地

欄
欄
権
鑑

し

、
、
権
証

関

は
は
質
録

所

地
欄
抵
書

、

敷
２
、
明

権

に
も
権
び

有

図
の
当
及

を

載
に
）
地

等

記
の
等
土

す

る
い
記
登

有

す
つ
を
の

号
の
す
事

る

番
て
入
記

月６ 日 ）日曜金

示

とこるす用使てしを整

改
、

なげ妨を

前
の

正
こ

地

の
規

域

建
則

地

築
に

区

基
よ

等 に

行
後

」

施
正

法
改

準
る

者

る

の
築

め

則
建

改

細
の

等 改に

所
名

」

住
氏

工本日法寸

。

紙

る

用

め

記
利
こ
証

は

を
権
る
項

者

す
種
。
書

表

入
の
と
明

上 お

こ

添

と

る
別

を

の

権

る

相

。
有

す

り

と
所

付

ま

地

。

り

借

と

あ

、

こ

違 せ

権

北

成
が
ト

。い の
平
道
総

次

基
施
に
法
定
準

。

規
基

い

１

２

て
則
い
細
づ
行

札

成

調
調
履
履
札

平

入

入

達
達

に

格規業

協

）４ 北

次
な
定

海

見
寄

北
足
忠

の
お
の

道

大
昭

と
、
適

告

正
和
類

長

お
こ
用

示

沼

道
消

先、権借

。

賃

ん

、

地
優

た
被
の
平

ま
を
し

区
勢

きでがと
、
告
訴
成

名
東

る
同
と
え

道海

道

基

北

土
営
そ
な
づ

海

土
の
お
き

道

地

公

地
関
、
、

告

改
係
こ
縦

改
示

行
ン

良

ずれ
年
う
数

に
北
指

告
争
ン

該
道
競
ト

も
海
名

舶

る
第
札
船

す
示
入
型

当 こ
９
に

規
る
船

。
に
す
鋼

と
号
関

の

定
指
）

す

加

付

行
行

年

を
を

参

に
特
特

る

す

月

る
る

す

６

す
る

期
場 所

必

役
役

に

事

日

定
定

者

名
仕

な

の
の

要

項
務
務
日

及
等
成
船
格

称
様
平
造
資
所

び

り
の
を

数

年

第

畑
農
中

一
入
受

地
免
山

般
札
け

帯
農
間

号

競
に
る

合
整
域

総
道
地

争
係
。

整
備
総

入
る

備

合

札
調

整

達

農

備

業

以
は

用

農

下
、

用

業

排

用

入

水

用

保ムテスシ利水業農新
、

排

備整全

札
年

農

水

条
し
を
年

事
水

第
て
提
６

田

７
、
起
月

農

項
決
す

業振

の
定
る
日

興

規
が
こ

緊

定
あ
と

急

に
っ
が

備
業
整

る
こ
き

よ
た
で

農

決
と
る

業

定
を
。

用

。

用

に
知

排

良
書
の
覧

第

事
類
変
期

法
業
は
更
間

昭

報

号

土
平
画
了

和
の
、
計
満

つ
日

年
地
成
に
の

法
改

第
事
６
て
翌

律
良
年
い
の

業
月
は
日
、
か

変 計
か
条
起

）
更
日
同
ら

号

の

船
停
理

る
を
修

す
名

第

て
を

建
れ
力

の
さ
能

舶
止

修
い
て

は
な
っ

又
い
持

造

と

資
。
こ

の
と
る

理
こ
い

札
月

量
入
９

格

説 る
締
よ
取
に

業
書

漁
明
日

架

道

上

海

丸

北

王海
。
船

」
４

事

修

知

道

、

と
月

、

暗

い

客

き

土

ょ

う
日

、

、

。
マ

暗

ほ

）
ラ

ょ

整

き

場

を
ケ

、

備

実
シ

区

）

施
ュ

画

す
で

理整

る
作

、

。
成

農

さ

用

れ

地

不
っ

水

服
た

の
、

が
日

き暗

あ
の

ょ

る
翌

）

同
起

、
ら
は
か
者
日

種

て

道

第
し

海

条
算

北

画
ら
第
算

の
月

事

項
６

知

６
し

を
の
定
日
項
て

条
め
間
に

。
一
い
以

第
た
、
お
日

３

北

の

の
準
に

項

般
て
内

１

に
る
道

定

覧
す
海

規

縦
用

す
法
事

よ

供
同
知

に

第

る
第
に

り

工理

。とこるす有を

。

みるは

式一

橋

事

高

造

た

成

政

）

調府

北
北
同

達

海
海

に

網
十

道
道

関

走
勝

す

支
支

る

同
庁
庁

定
内

高

規
以

類

基
当

橋

に
に

縦
北

づ
該

海

き
決

は

空
覧
道

、
定

る
場
知

北
の

み

支

海
取

所
庁

異

、

。
第
申

の

条
議

次

６
立

地

項
て

区

号

定
る

い

規
す

つ

の
を

に て

に
こ



ア
イ

平

前

成

名
所

金払

に約契

年

７

８

９

関

い

交
交
札
成

成

入

落
平
そ
平

札説

者

成平
明

の
年

年

５

６
北
書

決
北

北

付
付

年

行

札

執札
入

入
開
開

入

入

４

の
札

札
札
札

約

ら

審

幌

な
ア
イ

ウ

契
札

請
を

中
条

な
申
申

申
査

市

３

。

書
行

央

請
請

項

い

件
こ

造
件
こ
条
と

条

る
る

一
に

入

所
一

付
ろ

の

船
付

札

内
般

６

在

は

月

、契

日

称
地

金約

金

額

曜

の

日

北
郵
電
４

）

号
相

道
番
番
に

海
便
話
割

産

当

水
号

組るす当担を務事るす

す

の織
林

交

方
道

道

の

定
海

海
の

名

に

及
示

示

付

法
告

告

場
方

関
所
法
び
第
他
第

す

契 書
号

号

る

約
２

４

項
に
の
作
の

の

事
４ じ

所
の
の

の

同
場
成

第示告道海

の

、

。
で
要

の１の号

交
否

及
証

場

日
場
日

所場

保
び

ア

６

時日
所

時
所
時
金

び及

付
幌
よ
目
成
に
に

札
に
丁
平
同
同

市
る
海
７
。
。

中
場
北
年
じ
じ

類
っ

区
を

区
は
道
月

央
合

提
と

３
す

の
た

北
示

の
の

先
は
所
西

出
き

条
場

時
方

札
査

目

け

審

丁

、

６

期
法

果

北

成
請
ば
幌
結

平
申
れ
書
な
市

な
央
申

道

年
類
ら
中
を

海

般
よ

月
提
い
区
請

水

６
の

争
、

、

乾
争

競
り

は

に
競

札
の

方

ッ
札

入
２

地

ド
入

自

ク
参

び

法

は
資

あ
及

治

又
加

で
施

乾
格

る
掲

令

ッ
審

で
に

行

ド
の

の

ク
査

、

－
る

和

準

札
る

昭

に

入
げ

額

務
－
部

以
－

漁業

内で

指
札

行

央
線
中

。
内

課
市

う

導
幌 区北

－
３条

北

及

、

付

西

地在所び及称

す 。

３

、

る

び

、

の る

び

よ

及

に

るよに

。

ほ

。るよに

北
、
水

番
務
午

条
便
林

３
郵
産
日

丁

漁
２

６
号
部
後

西

業
時

目
－
指導
送

北

課
付

海
幌

る

庁
札

よ

道

）
に

出
。
北
者

産

階
市

場

か
の

条
通

務

日
先

３
に

林

７
示

６
す

漁

ら
指

西
知

部

１
よ

目
。

指

月
に

丁
る

業

で
成

海

ま
作

北

課

日
り

導

に
資

請

林

申

産

た

水

し

道

ず

し
有

政

設

加
を

年

る

参
格

第
よ
す

令

備 特

う
る

る
う

）

上

す
ど

号

種

と
か

台

者
か

第

架 及

は
の を

５

斜

ア
査

の

び

、
審

条

目丁６

路

か

道海

イ

務林

公

課

るよに次、か

町

立
次
及

２

。

イ

ア

は

１
中

合

立
安

立

保

指
指

３

着

議
北

必

会
区

、

号
央 条

）

室 送
西

ア

１

指
指

を

漁

類

部

書

務

安

立

町

保

定

な

課

し

導

出

指

提

業

北

森
す

海

る
平

道

予
成

林
告

法
定

示

し

の

を

ウ
請

２

）

ら
申

の

る

に
け

定

す

で
な

規

有

ま

。と

よ
め
ば

こ

定
れ

に

．

．
．

」
係

の
伐

図
関

木
間

の
び

に

報

森

場

採
る

び
役

伐
係

及
町

と
え

限
は

の
備

の
林

次
に

」
て

の

り
い

次
度
お
置

、
定で画計備整林森村

と

主
主

準
お
次
は
縦

標るめ

の

の

予

伐
伐

定

木

木
定

林

の

伐

伐

森

、
し

施

定

は
と 採

の

伐
伐

採

採
業

林

択
て

方

在

よ
を

要
目

の

の

所

に

所

的
件
法
。
る

場

る
す

限

とこ

度

定

主
主
村
間

次
標
の
土

が

と
林
に

の
伐
伐
森
伐

定

木

備
る

の

伐
、
し
整
係

施

は

画
林

伐
伐
計
森

採
業

択
て

方
よ
を
で
は

要
目

の
に
採

件
法
。
る
め
次

る
す
定
、

予林
部

と
標
と

こ
る
の

的

準
お

所場在所の林森定 阿
分
土

が

で
年

第

昭
あ
６

和
る
月

号

年
。
法

日

律第 号）第 条

略
供

と
と
省
に

り
の
、
覧

。
と
、
る

る
り
し
す

す
お

及面
。
図

る
の
）

す
そ
。

関び

第

とのもの上以齢期伐

係書

。るす

と
郡
、
の

き

の
津
２
砂

で

り
標
町
壊

立

お
中
西
崩

る

す
町
丁
防

は

と
津
５
の

木 当

る
丸
目
備

、

。
山

の

目
、

木

丁
２

立

４
の

該

伐
り

９
標

在

の
中

所

３
字

齢
す

限
の

き
期
と

に
砂

で
上
。

。
壊

立
以
る

る
崩

る
の

備

、
も

防

は
の

）
の

木 所の
。
木
る

立
す
該
と

当

野原辛舌字町寒阿郡寒

在

線十二

の２

海

よ

北

に定規の項１第

事

次

知

、

道

り

類を 係関 支

号

済経庁 部

る

、
津

す

西

市

町

係

目

に

丁
５

村

３
の

町

村町市るす

、２

市

の

る

市る係に

３の

う

高

よの

す示に図の次

指

み

を

る

林

は

安保

橋

に



イ

１

伐
森
伐
木

主
村
間

町

立

平

ア

定
林
安

立

成

指
安
保
変 更

所
と

伐

後
木

年

施
の
林

主

要
６

業

北

森
件

海

え

を

道

林

置

変

告

法

保
解

い

更

示

安

次
て

す

第

る
昭

林

の
縦

２

３

和

と
除
図
覧

安

除

安

除

保
解
解

保
解
解

と
除
係

と
除
係

林

に

林

に

定

１

北

森
を

海

解
平

道

除
成

解

林

平

告

除

法
す

成

示

る
年

に

第

昭
。
６

係

年

る
伐

し
整
係
の

と
林
に

和

の

採
画
林
採

伐
計
森

て
備

る
め
次
限

す
定
、

を
で
は

が
準
お

と
標
と

こ
る
の
度

の

は
き
期
と
の

で
伐
り
次

件
場
て

、
の

月

要
在
し
指

変

定

伐

定

日

の
所
指

択
伐

業

に

れ

よ
の

更

さ
施

に
採

件
法

る

目

。

要
方

係

た

る

河

害

浦

風

保

的

。

し

」
に

号

る

法

指
の
、
す

年

て

は
供

理
し
）

第

さ

略
。

律

定

省

れた

、 図

第

的
由
の

）

目

そ

号

面

つ
路
北

。る

の

魚
道
を

条

て

保

て

保

し

る

し

る
）

２

定

林

定

林

指
の
安

指
の
安

れ
理
所

れ
理
所

さ

の

さ

の
由
所

目

場

目

場

た

在

た

在

目
。
土
道
目

る

的
由
所

的

道
梨
）
砂
路
梨

つに
風
農

い
害

月

る

６

号

保

月

年

日

安

法

林

日

第

の

律

所

金

在

曜

場

号

日

所

）

）

第

お

る
齢
す
と

２

付

の

野

条

は
の

と

木
上
。
り

立
以
る

す
該
と

。

当
の

る

、
も

す

の

るす在所の
。

木
る

立

町河

備

浦

防

郡
知
す

道
示

海
に

北
図の次

道

の

き
用
海

高
に分

事
部

る
支

に

す
室

定

と
根

規

地
部

次

済

、

め
経

り

た
庁

よ

び

保

及

に

課

う

務

よ

林

の

羅

崩
地
羅

の
用
郡

の
用
郡

す
町

備
と
臼

壊
と
臼

防
地

た
文

る
礼

防
る
礼

す
町

の

め
町

め
町

た
文

備

１

１

の

の

示に図の次て

の

の

次

次

）

図

図

。る限に分部す

規

美

の

町

項

海

２

別

第

郡

定

原

、

道
か

り

海
９

よ

北
の

に 次

知
ら
事
の

の

北

よ

定

の

市る係に村町市

高

関
ら

路
、
の
か

道
し
そ
日

）。
橋
る限

条
係
２

法
同

みるは

北

４

道海

立

示告

場

定

役

指

町

の

係

林

関

安
立

に地

１
２
３

備

業

に

施

収地土
ち
成

ち

立
平

起
事
入

部

部

す

す

示

示

に

に
用
入

限

限

に

に

分

分 海北

経

道

イ

済

告

部

示

町

立
次
林

保

橋
で

に

ま

う

海

筆
み
３

の

る
上

林

は
以

安 指

道

２

ア

公

定
林
安

立

指
安
保
変

は
、

和
２
面
間

昭
第
図
週

項
海
の

法
規
北
般

年
の
、
一

よ
建
覧

第
に
道
縦

律
定 り

設
に る

第
路
道
す

）
道
部
供

号
の
路
供
整
。

条
第

入

号

字
亀
稲
亀
平

字
び

字

間期

業

水

月

と

者

旨
６

う

る
年

業
ろ

の
す

、通

名

あ

種
地

が

土

の

知
日

る

法

木

。

称
類
域

た

区

っ

の

和昭 第律法年 第

独
北
上
古
上

）号
第

木

村
間

の
務

森
伐

図
課

の

林
に

」
及

号

係

備
る

び
関

伐

整
係

及
び

採

計
森

場

で
は

の
役

の

画
林

次
町

り
備

め
次

お
に

限

定
、

と

と伐主
標
と

」
え

る
の
度

置

とこるすを採伐てし

木

施
の
林

主

更

が
準
お

は

要
在
し
の

は

業
所
と

伐

後
の

報

の
所
指

択
伐
指

件
場
て

、
の

更

さ
施

に
採

変

定

伐

定

。

要
方

係

た

る

業

に

れ

よ

課

第
用
備

保

的
件
法

る

目

す
北

の
始
び

項
開
及

１
を

川

よ

旭

に
。
道

定
る
海

規

所

の

業

路

現

道

木

、

土

り

無
清
田
里
田
成

、
川
郡
、
郡

桜

野
市
飯
６

字

大
字
七
年

岱

町
渡
町
月

、

字
及
字

添

代
字
野
か

字

千
び
鶴
日

、

、
山
字
平

山

田
村
、
ら

字

字

飯
成

押

清

田

内
磯

、

川

及
３

上

水

町
年

字
上

行
道
郡
、
郡

立
海
磯

平
町

法
幹
古
大
磯

政
新
木

字
茂

鉄
建
町
、
字

人
線
内

苅
地

建
工
建
札
辺

道
設
字

字

北
・
及
、
、
、

設
事
川

輸
附
鶴
幸
市

海
運
び
字
字

知
施
帯
岡
連
ノ

道

規の書しだた項１第条

、
い

に

事
設
工
、
、
渡

定

略
縦

期
と
の
省
て

伐
り
次

、
に

以
る
お
し
覧

齢
す
と す

の
す

の

と
そ
供

上
。
り

）

と

。
面
。

の

る
図
る

も
るきで

係

。

関

る

び

す

及

所の木立該当、は木立

様

流

郡

の

似

砂

様

土

在

書

防

町

の

似

出

す示に図の次

備

第

部

い

の

置

次

え

を

備

域

に

区

び
月

決

示告

り

、

お

て

と

字

、

大

字

字

、

で

川

発

町
ま

工

開

桜
日

、
及

、

野

川

中

白

字

字

、
柳

高
備

新
橋
字

整
事
字
字 び

、

橋
援

、
及
沢

支

道
呉

町
亀
三

は
構

本
字
字

機

字

、りよ

字

、

み

、
川
好

る

海北を類

土りおとの次

村町市るす

庁支高日道

分

市る係に

限に る。

号

）



１

の
平

小

そ

平

都

都
成

成

都
市

市
。たし更変
計
年

市
計

年

画
６

計
画

北

都
道海

市
告

計
示

画
第

法

１
２

線
大
海

路
東
北

平

道
道
名
里
道

成

路
路

館

及
瀬
函

の
の
び

土

般一、間週２
年

種
路
覧
車
木

縦
停

６

類
線

現

更

の

北

区
上
上

道
し
そ

海

川
川

、
の

道

路

郡
郡

同
関

告

法

別
別
愛
愛

条
係

示

町
町

第
図

第

昭

字
字

２
面

和

愛
愛

成

路

路

平

道
路
道

１
２
３

の
線
の

６

類
名
域

年

種

区

６

の
月

画
の

月

道
種

図書
日

路
類

日

、

係

は

に

金

北

る
道

曜

海

事
路

日

道

項

）

市都部設建

昭
号

和

瀬
瀬

年

郡
郡

法

瀬
瀬

律

町
町

第

字
字
共
共
和
和

号）

地
１

番
番

第

先
地
か
先
ら
ま

条

業

場
場

月

名
所
線
所

、

日

道
縦
区
瀬
ら
ま

道
覧

瀬
で

郡

場

瀬
郡

所

瀬
町

及

字
町

び

東
字

区

里
大

大
東

域

里
番１
番

。るす供に覧縦

地
１

別
別

項
は

号

の
、

年法
規
北

４
２
番
番

律
定
海

地
地

第
に
道

先
先

よ
建

ま
道
で

り
設

道

道
部

号

愛

路
道

）

別

第

当

の
路

麻

供
整

旭

用
備

条

川

第

線

を
課

交

月

１

線ータンイ
道
別

日

道
愛

海

い

北

置え備に課画計 の般

事

一

知

、

道

て

北

縦

高

で

項１第

前

後

定規の によ

ま
か
ま
か
ま

り

で
ら
で
ら
で

都、 市

後

計

間
か
先

先
地

前更変

前

別の後 敷地

北

の

海

か
ま
か

幅

道

員
ら
で
ら

事知

延

高

開
及

点

始
び

項

）

の

か

す
次

間
ら

。
縦

定
る
の

規

敷

に

覧

地

場

よ

の

所

り

か
ま

幅

、

員
ら
で

備

道

に

延

え

路の

置

長

高事知道海北

て

域

い

区

供に

橋

覧

海

。

み

る

る

す

は

公道

４
星
９
西
３

地
金
西
条
条

旭
画

３

りおとの次を

川
都
都

旭
覧
圏
市
市
変
名
１
位

縦

長

橋

等道国

は

と

る

重の

み

間区複

線
線

幹
幹
幹
幹
幹
幹
幹
幹

国
道
重

線
線
線
線
線
線

、

を

道
道
複

告

次

愛
＝

等

示

の

と
別
の

の

と

当
重

日

お

麻旭
複

か

り

川
区

変

ら

間
線

２ 苫

種
幹
幹
幹
幹

小
都
都

線
線
線
線

みるは橋

牧
市
市

縦

種
幹
幹

都

線
線

目

条
町
丁
１
丁

市

覧

、
４
、

５
１
目

丁

報

、
丁
条
目
吉

目
３
６
丁
亀

月
、
８
宮
条

秋
目
西
、
１

１
中
丁
下
１ 丁

１
盤
、
１
３

条
常
目
通

川
目
３
条
目
目

丁
町
７
丁

６町山永市 通
及
丁
西
、
、

流、目丁

画
画
す

都
計
計
更
称
号
置

種
定
部

狩

計
の
を
る

石

市
類
め
分

川

画 に

土

系

地

た

水

地
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交
交

札
札
落
落
北
格

学

り

校
別
海

等

道

者
者

１

及

る

北
等
東

校

得

、
高
道 護

北

道
校
養

び

。

海
学
川 ６

７

川
北
学

海

旭
、

１
１

開
開

成
札

入
平
入 説

だ

た
得
た

。
り
。

の
の
送

算

予

予

、

、

し
。
し

だ
る

５

算

札
あ
一
と
に

執札
入

入

入

と
か
に

す

者
る
部
。
関

報

事

務

っ
申
税

事

な
を
免

る

は
る
者

担

者
出
業

を

た
し

る

る

落
と
い

す

、
こ
が

当

決
た
と

組

札
。

は又分台
定
だ
き

織

額金の）分台 の

北
額

加
金
業

札

年
金

を
た ）

で

定

海
等

算
額

の

者

決 当

告
係

た
を
あ

に

道
に

し

消

額
っ
か

た

示
る

金
も
る

費

て
免

っ

他
第

税

て
税

当
落 金

の

業

、
及

該
札

号

事

は

で

札
地

額
額

４

者

入
び

金

）。る限に札入な効

の

あ

書
方

に
と

者たし

決
決

当

付
付

財

の
の

月
を

方

則

方
に

り
規

定
定

た
務

法
つ

の

場

和

所
法

び
て

価
昭

及
い

単

契
は

）

な
等
書
次

制
年

話
約
、

の
海

に
の
お
に
作
に

限
北

４

る

範
道

同
場
、
よ
成
よ

の

札

規

じ
所
電
り
の

付

年
明
海
の

保

の
の
に

北
書

札
札

場
日

に
に
る

道
交

ア
イ
よ

る
合

示
に

係
係
場

告
付

証

す

分
分
は
所
時
金
第
関

る

、

る事
号

平
に
に

項
の

平
平
成

１

成
成
年
同
同

の

年
年
７
じ
じ

び及
場

日

所場の
札

札

行

道
階
北

海
３
北

時日
所

時

海道

教

、
、

名

後
し
は

の

旭

育
号

び

か
札
同

及

や
落
共

称

速
共
体

在

消
が
業

所

に
者
企

業
税

等
企
費

税
同
消

地

費 税
の
免

課
体
等

の

第

事
場
税

の分

合
事

を額金るす当相に
業

費

円
る

、

る

に
消

１
す

入
か

記 さ
満
で

、

を

載
税

未
の

下

端
入
わ

、

れ
以

の
、
問

た 額
が
に
、

、

金
、

数
札
ず

費

る
加
積

及

に
消

あ
参
見

該
税

と
す
も

び

当
」

は
者
た

に

金
等

き
る
っ １

よ

額

。るすと者札落

で
子
、
要
こ

囲

の
と

、
は

否
と

内
則

。
付
ー
に

と

で
第

交
メ に

し

、

最
号

す
ル
申

し

、

約

の
第

。
よ
込

契

低
）

る
る
む
交
こ

書

価

を
。

作
第

付
と

の

格
条

当
の

望

は

月
項

希

成

１
１

７
月
。
。

る

す

た
規

す

要

に

７

よ

月
月
日

る。

日
日
木 に

午
午
で

）
）
ま

金
金
） 必

前
前

議
川

庁
会

とこの

時
時
着

山

教

永

川
室
市

上 企
付
条

局

６

育
送 に

課
場
１

務
る
目

総
よ
丁

画

者
で
業

、
号
は
１

）
合
番

で
あ
者

る
て
出

あ
っ
申

か
、
書

号

事
構
出

税
の
提

免
そ
を

業
成
す

。とこるす載記に書札

い

そ
、
月

る

当

ほ
う

の
消 税

の

り

、
。

端
費

分

た

か

契

に
の

金
等

５

の

次
）

数

扱

を
係

相

約

よ
取

額
に

に
り
課
額

。
い

切
る

当

金

る

よ

合

。

の
に

場

る

り
定

す

を
め

そ

）
定

、

価
り

は

単

電

定
て

を

っ
予

旨

も
た

の

上
号
道
番
海
便
北
郵

）。

川合同
－
庁舎



２ に
い
成

納
札
の
平

入
次

参
ず

１

加
れ
年

入

型
達

札

成

調
大
調
契

平

入
達 す
二
す

付

約

年

を
第
を

に

協
６

北

次
な
定

海

の
お
の

道

と
、
適

警

お
こ
用

察

り
の
を

本

一
入
受

部

．

．
．
．

．

．

ア
イ

．

平

名
所

成 年

者
該
道

場
る
も
海

す
に
北

要
る
第

所
必
す
示

に
当
告

格
。
に

契
資
と
号

な
こ
９

る

等

る

者

す

当

定

担

規

約

物
運
物

す

月

る
種

る

期
の
間

等
免
等

事

日

品
転
品

称
技
様

の

名
用
仕

項
の
許

内

び
試

成
囲

及
能
等
平
範

数
験

、

量
車
入
年
で

両
札
の
説
月
当

般
札
け

告

競
に
る

示

争
係
。

第

入
る
札
調

号

達

道

以
は
下
、

警

入札
年

察

」
４
と
月

６

在

月 日

称
地

金曜

北
郵
電

日

海
便
話

）

道
番
番

教
号
号

育庁

る

貸

す

賃

定

の

指

品

の

物 るす有を格資

所

の

場

借

約

貸
書
日
契

賃
明
１
該

こ

６
る
平
間

よ
ら
期

借
に
か

変

海

台
。
成
を

北 道

す

警

１

年
更

察

月

こ

本

当

月
る

部

た 単

で
有

の

ま
が

長

り

日
と

本

い 。
マ

う
日

部

を
ケ

）
ラ

告

す
で

施
ュ

実
シ

示

たれさ
。
成

る
作 政

上
－
－

川教

－

育局
北
企
海

務
川
線

総
旭
内

画
道

課
市永 ６山

北

項
当
そ
平

１
月
９

。と

条

規
り

成

の
た

。
だ
る

刈

）

た
得

価

。
り

６

７

８
算

治

予、

勝

し

交
交
札
札

入
平
入

落
落
北

説

者
者
海

成
札

５

るす関に達調府

道

契４
幌
札
入

入
開
開

札
入

約
市
執

申

申

申

査

。い

審

ア

イ

ウ

目丁

海

号１番１

道

３ 条

る
る

公

達
付

件
こ

道
調
件
こ
条
と

の

が

海

よ
価
の
北

に
単

年

定
の

他
示

め
も

告

定
を

道

り
）

予
て

第

た
っ
定
入
格

の

価
札

号

有

４

１
効

の

札

書

決
決

付
付

財

年
明

の
の

方
方
規

海
の

定
定

保

務

北 告
付

法
法

証

場
方

則

道
交 関

所
法
び
次
昭

示
に

及
は

す

契
に
和

金
第
る

約
よ
書
る

号

年 海

項
幌
の
作
こ

の

北

事
札

所
の
と

の

道

市
場
成
と

１

規

中

区
場
央
の
札

札
札
札

中
行

条
び
２
及
場

日
場
日

北
所

丁

条

７
時

西
日
所

時
所
時

付
７
成
に
に

目

札
送
西
平
同
同

幌

北

市
に
丁
年
じ
じ

所場す示を項条

書

行

請

請

請

を

海

中
よ
目

時

方

提

と

の

た

の

の

類

っ

く

け

審、

期

法

先

は

出

き

便
海
結

平
。
申
れ
郵
北
査

書
な
番
道
果

成
）
請
ば

物
一

付
ろ

年

類
ら
号
警
を

般
よ

札

う
品
般

一
に

入

行

は

指
の
競

報

守
入

争
、

、

名
保
争

競
り

札
の

方

争
点
札

入
２

地

競

自

入
検
参

に
備
資

あ
に

治

札
整
加

で

の

の
げ

施

関
が
格

る
掲

法

資

令

る
能
審

で
る

行

す
可
指
な
査

、

当
入

、

月
な

り
に

、

た
札

単
る

、

の
限

）
）

、

価
。

制
た

、

の
し

範
落

び

の
を

及

限
者

否
、

に

則

央
で
要
し

囲
札

北
付

契

よ

第

区
交

る

の
。

条
る

書

。

号

２
す

約

丁

成
下

７

作
以

西
。

海

る
規

北

す
務
要
財

目

は

る

７
。
。

と

警

」

道

。
則

警

区
場
北
月

道

央

察

北
合
海

午

部

条
、
警

本

２
は
道
日

務

７
便
本
前

総

西
郵
察

部

丁
番
部

計

務

会

目
号
総
時
部
送

課

北

計
に

海
－
会
付

道

課
よ

６

の
な

察
申

警

本
請

月

提
い
出
。
－
部
者
総
に

日

先

務
通

か

の

る

７

示

札
会
す

ら

指

部
知

よ

市
課
。

月

に

幌
計

北

で

成

区

ま

作

央

日

り

中

し

札
を

昭

名
者

入
格

土

た

２

停
あ

に
有

和

を
で

政

さ
こ

加
る

年

止
る

参
す

第

て
。

よ
ど

令

れ
と

し
か

い

う
う

る
審

）

い

す
の

号

な

と
か

と

者
査

第

こ 。

は
を

第

、
申

条

ほ

最
す

る

で
と

よ

内
者

に に

格

次

価

、

の
。

か

低
る

）

総

。

部

う

本

い

察

１

よ

部

第

務 会 課

第

計

条

は

部
幌

合

本
札

場

察

）
る

区

着

入
央

必

階
中

、

１
市

西

曜

申

条

場
２
会
北

）

札

を

目

び

類

丁

及

書

７

日

請

の

除

な

を

し

日

出

曜

提

日

ア
請
ら
な

の
か
し

５
ウ
け

２
ま
れ

の

号

定
ら

に
に
な

定
で
ば

規 よ
め
な



等

平
者

規

る
品
に

平

又

成
に

定
契

成

必

す
は

び及格資１

特

年
要

る

年

札

調

定

度
な

物

北

地
に

海

参
平

道

加
成

方
警

自
す

察

治
る
年

釧

者
６

法
路

施

．
．
．

イ 所

者
員
る
契

イ

ア

税

落
で
の
こ
約
名
関

の
業

札
あ
一
と
に

分
事 者

者
る
部
。

札
落
額
て

入

る
捨

。

ア

る

決
額

加
金

札
金

を
た

６

役

に
資

品

月

務

お
格

等
の

い
は

の

日

類
調

て
、

種
約

達

道

金

手

が
に

は

曜

続

締
定

、
平

日

成

の

結
め

）

特

し
る

に
を

う
の

め
６

例

よ
も

定
年

物るすを達

定

と
と

る
月

類種の等品

め

す
し

も

に
月

方

行
必

面

令
要
日

本

な

部

資
昭
告

格
和
示

道

を

第

年

警

定
政
め

号

令

察

第
た

釧

。
号

路

）

在 地 郵
電
便
話
番
番
号
号

と
か
に

す

で

っ
申
税

事

あ
に
な
を
免

る を
称

か
当
た
し
事

務

る
相 る

は
る
者

担

免
す
者
出
業 い

す
北

事
金
、
こ
が

当

税
を
札
。
る

る
海

業
額
落
と

織
警

で
入
決
た
と

組
道

者

後
し
は

の
察

あ
札
定
だ
き

額
か
に
速
、
、

名
本

る
書

係

た
を

に
に

し
）

定
等

算
て

っ
消

額
っ

た
る

金
も

当 て
費

金
価

、
及

該
札

は
税

当
落

書
方

に
と

札
地

額
格

入
び

の
日

記
費

円
る

に
消

１
す

当

と
に

る

る
、

定
契

る
般

令

に
該

す
一

政

入

成

る
に

争

平

め
約

。
競

に
調

の

年

約
り

札

７

契
よ

を

第

る
を

告

令

係
達

公

政

一
す
般
る

行

北

競
地

う

号

方

海

第

北

面

道

本

察

の

警

条

部

釧

５

告

方

１

路

第

示

よに

長

定

部

規

本

の

面

項

木

－
－ －

札幌市
内
中
線
央区北２条西

同

及
総

を
記
や
落
共

称
部

す
に
者
企

び
務

問
載
か
札

在
会

ず
る
消
が
業

所
部

わ

税
同
消

地
計

、
こ
費
共
体

業
税

積
。
等
企
費

課

見
と

た

税
の
免

っ

課
体
等

も

の
で
業

月

業
合
事

１

事
場
税

載
税

未
の

た

で
あ
者

当

者

さ
満
で

数
札

た
下

端
入

れ
以

の
、

金
る
加

に
費

あ
参

額
消

が
に

金
」

き
る

該
等

と
す

当
税

そ
、

の
い

、
は

額
と

は
者

う。

の
消

教

２

入
公

合

第

争
方

集

）

札
共

海

四

２

参
体

用

第

に
団

育

条

す
物
号

輪

加
の

道

１ 入

公

り

に
達
合
達

札
調
集
調
契

争競

規

般一

村

、

協

入
北

次
な
定

海

の
お
の
平

道

と
、
適
成

に

警

成平
よ

お
こ
用

察

る

７丁目

５

申

提
提
審

申

申

格

ア
イ
資

か
、
書

の

る
て
出

り

あ
っ

出

金

税
の
提

約

免
そ
を

契

３

４

の

業
成
す

額

事
構

過
、
調

成
格

平

つ

資
平
資 審

格

成
平成
去
誠
達

等

５
の

数
税

の
）

端
費

分
い

を
係

相
扱

額
に

に
取

金
２

す
り
課
切
る

当

育
す

付
を
教
を
約

資

物
資

る
る
用
る
期

す
す

報

等

項
品
輪
品
間

事
物
四
物

成

名
車
仕
平

の
動
の

等
自

称
運
様

及
転
等

び
シ

年

数
ミ
量
ュ
入
月

り
の
を
年

釧

一
入
受
６

。

路

般
札
け
月

方

競
に
る

面

争
係
。
日

本

入
る

部

札
調

告

達

示

以
は

第

下
、

号

入

第示告道海北年

札
年

の３の号

の

の

先
先
の

出
出
査

請

請

在
請

名

時

方

所
申

の
の
再

し

先
れ

にび

期

法

称
地
並

海
格
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